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回覧 

子ども 110 番の

家 

研修会を実施しました。 

７月２１日と２２日に 

子どもが駆け込んできた時は、 

落ちついて要点を聞き出し、素早く警察

に通報してほしいことなどを改めて呼び

かけました。 

管内には、８月１６日現在４６５件の

子ども１１０番の家があり、子どもの安

全・安心にご協力いただいています。 

１００万円の融資を申し込んだところ、２万５千円

の手数料を支払うように促され、振り込むと、さらに

同額の手数料の支払いを促され、合計５万円を振り

込んだ。 

 その後、その業者とは連絡が取れなくなった。 

このようなハガキを見て・・・ 

現金を振り込む名目は、「手数料」「保証金」「信頼実績を作る」「返済能力を確認する」

など、さまざまです。お金を振り込む前に、家族や知人、警察に相談してください。 

  



 

 

 

 

貸金業者からの借入残高が年収の３分の1を越える場合、新規の借り入れはできなくなりました。 

 

このような状況につけ込んだ詐欺等の犯罪に巻き込まれることが考えられます。７月号から数回に渡り、

その事例をご紹介しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 事例 ① ◆ 

一般にはあまり知られていない情報や、経験談に基づく“絶対にもうかる”といった『情報』をインターネット

通販で購入したが収入にならない。 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 事例 ② ◆  

   情報商材に指示されている作業を行うことは現実的に不可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月のクローズアップ 

情報商材 

 6 月 18 日 

から 

 

「○○するだけで、毎日 1 万円を稼ぐ方法」という広告を見つけ、クレジットカードで

代金を支払って購入した。後日、業者から情報商材をダウンロードし、仕事を指示ど

おりに行った。 

広告には必ず収入があるようにかかれていたのに、報酬はもらえなかった。 

 インターネットで内職を探していたところ、「ある公的機関に行って、指示された作業

をするだけで、１００％、確実、絶対に収入が得られる」という情報商材を見つけた。 

 返金制度もあり、作業がうまくいかないときは返金されると思い、購入代金を振り

込んだ。しかし、その後、作業が実現不可能な内容だとわかり、販売業者に返金を

求めたが「返金保証の条件を満たしていないから返金できない。あなたのやり方が

悪いだけ」と言われ、全く対応してくれない。 

 「必ず」「確実に」等の断定的な広告がある場合には注意をし、また、返金保証があっても条件を

満たすのが非常に困難である場合や返金保証を満たしていても販売業者が全く応じない場合があり

ます。 

 また、収入を得るための開業資金、情報を継続的に得るための月額更新料等、事前に

説明の無かった費用がさらに発生することがあるのに、記載が全くないケースが多くあります。 

情報商材とは、 

主にインターネットなどを介して

売買される情報のこと。情報の

内容自体が商品となるもの。 

 


